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大 宮 警 察 署 

☎ 048‐650-0110 
参 道 交 番 

☎ 048‐641-9231 

 
 

 

★人身事故   ５件 

★物損事故  １３件 

★万引き    ４件 

★自転車盗   ２件 

★拾得    ４２件 

★遺失    ２７件 

 

 

 

 極寒の時期、路面凍結による交通事故に

注意願います。    

 オレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺被害が

後を絶ちません。ほとんどの被害が自宅固定電

話に架かってきた電話に出たことから犯人に騙

されてしまい詐欺被害に遭っています。 

 埼玉県内では、突然訪問してきた者が「お得な

話があります。すぐに契約が必要です。」等と誘

い、必要のない契約をさせ、高額な料金を請求す

る事案が発生しています。訪問者には、インター

ホンを活用して対応し、必要のない契約は毅然と

して「断る」意思を伝えましょう。 
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適正に利用 

しましょう。    

 国際電話不取扱受付センター 

  ０１２０‐２１０‐３６４ 

   オペレーター案内 平日９時から 17時まで 

 交通反則通告制度の導入後、検挙後の手続は大

きく変わります。自転車の交通ルールを再確認しま

しょう。 

自転車安全利用五則 

１ 車道が原則、左側を通行 

  歩道は例外、歩行者を優先  

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認  

３ 夜間はライトを点灯  ※青切符の導入は、こちらから 

４ 飲酒運転は禁止  

５ ヘルメットを着用 


